
 後期仏教における<心 身>の 問題

 生 井 衛

0.後 期仏教徒が身体 と精神 との二元の問題を扱 う際, おもに次の二点が問題と

される。つま り, 1.欲 望などの精神作用の起源を検討する際の身体の果 たす役

割についてと, 2.死 によって身体を失ったときの精神の独存の可能性 について

とである。そのいずれ もが 〈前世〉〈来世〉との関わ りで身体の意味が問われる。

〈前世〉に関連して認識の起源や認識の多様性の根拠 という問題 として論 ぜ られ

るのは, 特に1.の 観点からの 〈心身論〉である。これを仏教徒に直接 に問 うの

がBhutacaitanyavada, そしてSvabhavavadaと いう世界観を持つもの達である。

2.の 観点からは, 〈識相続〉の存在形態についての論議が, その主題 とされ る。

つま り, 〈来世〉に 〈現世〉の身体とは別に存続する, 否, むしろ身体 を形成す

る作用を持つ心識の存続性が問題 とされた。仏教徒がこれを論ずる際 その対論

者とされるのは, 〈精神作用〉は 〈身体〉とい う依処 を要す る とDehatmavada

を説 くもの, そしてAtman以 外に 〈来世〉に存続 し得る実在はあり得ない とす

るAtman実 在論者であ る。1.の 観点 か らは, 特 にNaiyayikaの 理論(tS III.

i.18ff.)に関連して論ぜられ る こと, 仏教徒 はそれをJatahamala XXIV以 来伝

統的に論 じていること, そしてそれが, 習慣性形成の場, または概念知形成の根

拠として 〈前世〉を要請するTS XXIIの 論議に総合化されることな どをすでに

論 じた。それに対 して, 2.の 観点からの論議は, この世では確認 し得ない『よう

な業の因果律が実践理論の場で問われるときに, 身体を超えて存続する恒常的人

格を認めようとする正統哲学学派に対するとい う傾向 を もつ。Mimamsakaで は, 

祭祀を施行 しその結果を享受する時間的連続体としてのAtmanを 論ずる際に, 

身体とAtmanと の関わ りが問題 とされた。(Sahara ad MS I. i.5.)その段階から, 

無我論者である仏教徒が常にLokayata及 びそれに類する者として, その前主張

者とされた。 このような観点は, そのような対論の伝統に対応してのことである。

(Cf. S(loka)V(arttika) a(tma)v(ada) 148ab.)

0.1.ま ず, Dehatmavadaか らの 〈心相続説〉批判は, //F4//と して分類 した

次のBarhaspatyaの 断片に要約される。(後期仏教徒によるBarhaspatya批 判[1])

-1.1. 現世と他世との身体は別個のものであるから, それに属する両者の心は, 同一
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 の相続 ではない。//F4

-I.2.後 期 仏教 徒 の おか れ て い た状 況 は, この 問題 を単 に 対Barhaspatyaの 論

議 と し て扱 うこ とで, こ と足 れ りとす る よ うな もの で は な か った。 正 統 派 か らの

批 判 が そ の答 論 を求 め てい た か らで あ る。TS XXIIで は, 直接 対 論 者 が 指 名 さ

れ る こ とな く, 虚 無 論 者 の 口を借 りて正 統 派 の批 判 が 引用 批 判 され, 論 駁 され る。

背 後 に ある 対 論 者 と し て は, Kumarila, が 大 き な 役 割 を 果 た す。(S. Mookerjee:

The Buddhist Philosophy of Uniwersal Flux, p.204, fn.2.)T8 XXIIと, そ れ に 対 応 す

るSV avの 論議 の 平 行 関 係 は 次 の よ うに な る。(Cf. V. Rani, The Buddhist Philoso-

phy as Presented in Mimamsa-Sloka-Varttika, 5.5.)

 -L2.1.〈 識 相続〉の存在 にと関 して SV av 37-50* TS 1875-77.

 -I. 2.2.〈kakalaの 識〉趨に関 して SV av 65, 66*(TS 1864, 65*) TS 1919-21.

-I. 2.3.〈 効 力〉の 〈識 〉に関 して SV av 67, 70-73* (=TS 1866*) TS 1922-35.

 -I. 2.4.〈 中有〉の存在に関 して SV av 62-64*(=TS1967, 68*) TS 1936-38.

 Kumarilaの 仏 教 批 判 は 〈kalalaの 識 〉 とい う 〈前 世 〉 との 関 わ りの 観 点 か ち

な され, 〈欲 望 の 発 生 〉 を扱 う'NaiyayikaのAtman存 在 論 証 に通 じ る か に 見 え

る。 しか し, Kumarilaが 仏 教 の 前 世 の 論 証 を 取 り扱 うの は, 決 して 前 世 の 習熟

を論 ず るた め で はな い。 そ れ は, 〈kalala〉や 〈滅 尽 定 〉 等 とい う特殊 な状 態 に お

い て も 〈識 相 続 〉 が 連 鎖 し続 け る か ど うか, とい う論 議 な の で あ る。 した が って, 

<kalala>と い う特殊 例 が そ こで 問題 に さ れ るの と同 じ理 由 で, 〈中有 〉 と い う仏

教 徒 が 想 定 す る 〈死 後 の 存 在 〉 の特 殊 例 が 同時 に 問題 とさ れ る。

1.Dharmakirti

I.1.Barhaspatyaは//F3に よ って仏 教 の心 相 続 説 批 判 を 行 う。Dharmakirti

は, それ に反 駁 す る際, 〈臨 終 の 心 の 次 の世 に相 続 す るた め の完 全 な 原 因 で は な

い ごと〉 を論 拠 とす る場 合 の問 題 点 を第 三 批 判 と して 予告 し て お く。(Cf. TS(P)

1916, 1917ad PyII 46.)そ れ は, PVII 114-119で 結 論付 け ら れ る。 そ の 解 決 に

至 るた め の 論 議 が, 〈心 身〉 の依 存 関 係, 因 果 関 係 を 詳 論 す るPV IIの 一 連 の

〈心 身論 〉 で あ る。 そ こでDharmakirtiの 呈 示 す る基 本 的 な 批 判 の 立 場 は, 次 の

よ うに ま とめ られ る。(Cf. Manoratha ad PV II 34.)

工2. もし, 「知識は身体に依存す るもので あるか ら, 繰 り返 しの習熟は成立 しない。」

 と言 うな らば, それは正 しくない。[知 識 は]依 り処を否定 す るものであ るか ら。

 (1)VIII 34bc(1)

 -351-



 後期仏教 にお ける 〈心身〉の問題(生 井) (152)

-1.3. 「知識 は身体 に依存す るか ら, 繰 り返 しの習熟 は成立 しない。 す なわ ち,

-I3.1.知 識 は, 身体に依存 す るものであ る。結果 であ るか ら。光 明が, 灯 に[依 存 す

 るの]と 同じである。

-1.3.2.効 力 とい う形態の ものであ るか ら。酔 わせ る効 力が酒に[依 存 す るの]と 同 じ

 である。

-1.3.3.属 性 であ るか ら。白 さとい う属 性が布に[依 存す るの]と 同 じである。」

1.3. 「以上の三者[結 果 ・効力 ・属性]と も, その基体[で ある身体]が 消滅 した場

 合消滅 してしま うか ら, ど うして, 他 の生存(janmantara)が あろ うか。 また, 

 その生存に於 ける憐 潤等の繰 り返 しの 習熟が, ど う して あ り得 よ うか。」 と, 

 Carvakaが 言 うな らば, それは正 しくない。 なぜな らば, 知識 はその基体 を否定

 す るものだか らであ る。すなわち, 身体は, [知識 の]原 因 ・属性及 び効 力 の基

 体であ るとい う点で依 り処 とな るのではない。

1.4.Dharmakirtiは, そ の一 々 を批 判 的 に検 討 して そ の依 存 関 係 を否 定 し て い

く。特 に そ の 際 阿 毘達 磨 の 伝 統 を熟 知 した上 でBarhaspatyaの 批 判 を検 討 しな

が ら, 〈身 体 〉 との 〈依 処 依 存 者 関 係 〉 を 持 た な い 〈心 相 続 〉 の理 論 を 確 立 し て

い く。

1.5.そ の結 論 は次 の よ うに//F3//2批 判 の 第 三 批 判 に直 接 的 に 結 ば れ る。 そ し

て, この第 三批 判 の根 拠 が確 立 され た うえ で, 〃F3〃2批 判 が 完 了 す る。

 身体 からのみ, その[来 世 の感覚器官 などの]生 起が ある, とい うならば, 以前 と同 じ

 帰謬 が付随す ることになる。一方, 心 に基づい てで ある, とい うな らば, ま ざ し く, 

 [臨終 の心 は原因 として完全 であるか ら]次 の世の身体の生起が あることに な る。 した

 が って, [先の論証(PV II 46)に おいて, た とえ]「 総ての臨終の心は相続 しな い, そ

 の原因が不完全で あるか ら」 とい うこと[を 根拠 として 〈最後の心であ ること〉を 〈証

 因〉 とす るの]は, 不合理で ある。 したが って, その 〈証因〉(sadhana)は 〈異品 に も

 遍充す るもの〉(6eSavat)[つ ま り, 〈不確定因〉]で ある。(PV II 118-119.)

1.6.Dharmakirtiの 心 身相 互 関 係 の 詳 細 な 論 議 は, P V II 34-119に 展 開 され る。

それ は輪 廻 的 生 存 一 般 の 成 立 根 拠 を確 認 す る もの で あ る。 そ して, そ の 論議 の 中

心 的 原 理 とな るの は次 の 直 接 的 質 料 因 を規 定 す る理 論 で あ る。

 質料因(upadana)を 変化す ることな く, 質料果(upadeya)の 変化をなす こ と は,

 不 可能であ る。例えば, 器(kunda)等 にとっての土塊(mrda)の 如 くである。

 Aと い う存 在(vastu)を 変化 ることな く, Bと い う実体(padartha)が, 変 化 さ

 れ るな らば, AがBに とっての質料 因た ることは不合理であ る。例えば, 牛(go)と ガ
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 ヴ ァヤ(gavaya)と の ごと くで ある。

 心 と身体 との両者 も, その如 くである。(PV II 61, 62a. CL.TS(P)1933-35.)

1. 6. 1. PV II 34で 提 出 され たBarhaspatyaの 輪 廻 説 批 判 に 対 し て, 慈 悲 が形 成

され る場 た る繰 返 しの 生存 を確 立 す る と い う課 題 はPV II 120-132で 達 成 され る。

1.6.2.こ れ を根 拠 と して, 輪 廻 的 存 在 の 苦 と して の 〈心 身 〉 につ い て, 特 に 〈苦

の形 成 要 因 〉 に つ い て の論 議 の う ち にBhutamatravada/Dehatmavada/Svabha-

vavada批 判 が ま とめ て 説 か れ, 輪 廻 の 主 要 因 と して の 〈渇 望 〉 が 在 る か ぎ り, 

身体 に関 わ りな く臨 終 の心 が次 の世 の 〈心 身〉 を形 成 す る完 全 な原 因 で あ る こと

が立 証 さ れ る。(Cf. Vetter, Der Buddha and seine Lehre, S.53-.)こ の こ と は, 仏 教

側 の//F3//批 判 が 〈離 欲 者 〉 と 〈有 漏 者 〉 の 輪 廻 の 可 能 性 を 弁 別 し て 問 題 化 す

る こと に よ って展 開 され る こと か らい っ て, 重 要 な意 味 を も つ。 と も か く, 〈再

生 〉 が 達成 され る根 拠 をDharmakirtiは 次 の よ うに 説 く。

 自 らに執着す る者 は, 他 の[神 等 の]存 在 に導かれ る ことな く苦痛 を除 き快 を得ん と

 い う願望 によって, [胎内等の]劣 った場 に宿 る。[本 来的 には]苦 である ものに対す る

 顛倒 した思い と欲望 が, [生存す る もの]に とっての[次 の世 の生存 との]結 びつ きの

 原 因なのである。 ある者 に, その 一つが存在 しない ならば, その者 は[次 の]生 存 を得

 は しない。(PV II 80, 81. Cf.1)V II 184-186ab.)

II. Santaraksita

II.1.Santaraksitaは, まず 仏 教 徒 の教 義 か ら, 〈他 世 〉 とは い か な る こ と を 意

味 す るか を 次 の よ うに 明 らか に して お く。

 その場合, この 〈他世〉 とは, 質料的因果関係 にある 〈識〉な どの 〈四緬〉の相続以

 外 の何 ものでもない。(Cf. Vetter, op. cit., S.53, Anm.1.) 始め も終わ りももたないそ

 の 〈四慈の相続〉の ある一定の範囲 に限定 された状態 こそが*, 〈前世〉, 〈来世〉, 〈現世〉

 と称 され る。 この[現 世の]範 囲内で感覚的な限 りでの快楽に耽 る者達は, それ以外 の

 場を 〈他世〉 と想定す る。. それ と同様 に, 我hも その場 に対 して 「他世」 とい う語を説 

く。(TS 1871-74.)(*そ の 〈無始無終〉であ る 〈四纏 の相続〉の, あ る百年等 とい う範

 囲に区切 られ て限定 された本性の もの として措定 された もの が 〈現世〉 〈他世 〉と い わ

 れ るのであ る6(TSP ad TS 1872. Cf. E. Steinkellner, Dharmottaras Paralokasiddhi, S.

 35, 36.)

II.2.〈 識 相 続 〉 の実 在 性 に関 す る批 判 が, 前 主 張 者 か ら提 示 さ れ る。 し か し, 

それ も, 実 際 は, KumarilaのSVav 37-50特 に39, 42を 予 想 した もの で あ る。

それ へ の 反 駁 は, 次 の よ うに な され る。(TS1875-1877.)
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 もし, 「〈相続〉は非実在 なもの であるか らそこに設定 され る特定の 〈相続〉の別 の状

 態な どあ りにましない。 その別の状態の上に設定 され るよ うな 〈他世〉が, ど うして実在

 であ るといえ よ うか。」 と反論す るな らば, それ は正 し くはない。 すなわち, 「相続」 と

 い う語に よって, 簡潔に表現す るために, その 〈相続の構 成員〉であ る諸刹那 が一括 し

 て示 されてい るのであ る。例えば, 「森」な ど[と い う語に よって, 森 の構 成員 で あ る

 木 々が一括 して表現 され るの]と 同 じように。[ま た 「それな ら, 以前に, なぜ 〈相続 〉

 の非 実在性が説かれたのか」 と言 うな らば, 答えて言 う。]同一性の もの として想 定 さ

 れた ものであ るか ら, [〈相続〉は, 〈相続の構 成員〉]それ 自体 とも別 の もの とも示 し得

 ず に, 本 性を もたない もの と考え られ る。例えば, 虚 空に咲 く蓮 華 の ご と くで あ る。

 [しか し, その ような同一性 の もの として想定 され た 〈相続 〉の特定 の状態 に対 して我

 我 は 〈他世 〉を設定 す るのではない。 ただ, 第一義 的な効果 的作用性 を もつ実在 として

 の 〈相続 の構 成員〉の位置に応 じて 〈前世 〉 〈来世 〉等 とい うにす ぎない。]

II.2.1.〈 心 相 続 〉 の独 立 的 存続 を 論証 す る た め に, Dharmakirtiは, 〈心 身〉 の

具 体 的 因果 関係 を徹 底 的 に論 じ, 精 神 が 身体 を拠 所 とす る こと を批 判 的 に検 討 し, 

心識 間 の質 料 的 因果 関係 を立 証 した。 が, Santaraksitaの 観 点 は若 干 異 な る。

 まず, このよ うな 〈他世〉 として想定 され る<四 纏の相続〉が 否 定 され る際, そ の

 [〈相続 〉の]本 性 を否定 するとい う点 か ら 〈他世〉 を否定す る ことはできない。いか な

 る方法 に よって 〈他世 〉は否定 され得 るのであろ うか。 〈無始無終〉 とい う属性 を否定

 す るとい う方法 によってなのである。(TSP ad TS 1878)

この 「無 始 無 終 」 とい う限 定 句 は, Samuyuttanikaya Anamatagganikayaの 伝

承 句 に密 接 に 関連 す る。 中観 派 の伝 統 で は, この限 定 句 が輪 廻 の 〈空 〉 を示 す も

の と して理 解 され る が, Barhaspatyaな ど の虚 無 論 者 に対 して 輪 廻 を論 ず る場 合, 

そ の意 味 を まず 明 かす こ とが要 請 され て い た。(TS 1874)し か も, こ の点 に つ い

て無 我論 を説 く仏教 徒 の伝 統 は 必ず し も一 様 で は な い。 と も か く, こ の 問 題 を

〈心 身〉 との 関 わ りか ら論 ず る際 の 仏 教 徒 の 基 本 的 な 立 場 と し て は, 〈意 識 〉 の

〈身体 〉 か らの 独 存 を説 く次 の 阿 毘 達 磨 の 理 論(Abhidharmakosa III.42)が 核 と な

る。

 「善根 を破棄す る こと及 び培 うこと, 欲望 か らの離脱及 びそ[の 離脱]を 捨て ること, 

 そして誕生 と死 とは, 〈意識〉 におい てのみ認 められ る。」

TS XXIIで は, そ れ を 論証 化 した 次 の論 式 が この論 議 の 中心 課 題 と な る。

 〈主張〉 〈意識〉 は独立的 な もので あ り, まさに自らの質料因 によって生 じる。

 〈証因〉 眼等[の 感覚器 官]に 依存 しないか ら。
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 〈喩例〉 夢な どにおけ るの と同様 に。(TS 1929)

こ の論 証 の 妥 当 性 が 確 認 され さ えす れ ば, あえ て 〈他 世 〉 の 身体 や感 覚 器 官 な ど

の 依 処 を要請 す る必 要 は な くな る。 特 に, 〈無 色 界 〉 の 存 在 を 論 ず る 仏 教 徒 に と

って は。 した が って, Kumarilaか ら提 出 され た 〈kalala〉や 〈中有 〉 の識 の 存 在

に つ い て の 批 判 は, 存 在 論 的 に はDahrmakirtiの-P「U IIの 検 討 で 得 た 経 量 部 的

心 身 二 元 論 的 考察 に基 づ く<心 相 続 〉説 の理 論 で解 決 され 得 る。 そ こで, Kamala-

silaは, P V IIの 論議 を再 構 成 し敷 衛 しな が ら こ の 原 理 を 依 用 し てTSと は 別

個 にTSPに 独 自 の理 論 を展 開 す る。(TSP p.040f.)し か し, TSは, この 課題 を

む しろ認 識 論 的 に処 理 し よ うとす る傾 向 を示 す。 〈kalala〉の 状 態 にお い て 外 的 対

象 物 や感 覚 器 官 無 くして ど う して認 識 が あ りえ るか, とい う非 難 に答 え るた め に, 

そ の実 在 論 的認 識 論 の非 を論 じ よ うとす る。TS.Pで は珍 し くこの 箇 所 に 〈alaya

識 〉 と い う術 語 を使 用 す る が, 実 際 に検 討 され る問題 は, 概 念 知 な ど との 関 わ り

を もつ認 識 論 的 課 題 で あ る。 つ ま り, 実 在 論 的 認識 論 の 立 場 か らみ た 〈対象 と感

官 と か ら もた ら され る認 識 〉 とい う在 り方 の み が 〈知識 の本 性 〉 な の で は ない か

ら で あ る。 夢 の認 識 や概 念 知 な どの 〈外 的 対 象 を もた な い認 識 〉 の場 合 を検 討 す

れ ば容 易 に納 得 され る事 実 で あ る。 この 一 連 の 〈識 相 続 〉説 批 判 へ の反 駁 は, 観

念 論 的 認識 論 か ら処 理 され る。 特 に 〈kalalaの 識 〉 の存 在 に関 連 して, Kumarila

は, Barhaspatyaの//F2//と 分類 され る論 式 を依 用 して仏 教 批 判 を 行 う(5V av

70)が, Dharmakirtiは, この論 式 に は 関説 しない。 一 方, 〈中有 〉の 存 在 につ い

て の 論議 はDharmakirtiが す で に行 って い る。 Santaraksztaの 次 のKumarila批

判 も, そ れ に依 存 す る もの で あ る。

 ただ 〈意識〉が以上 のよ うに矛盾 なきもの であるならば, さらに, 我 々に とって, 別

 の身体 の存在 を論証 しようとす るための努力 は必要 とされ ない。 た とえ, そ[の 身体]

 が知覚 され ない としても, [他世 を]拒 斥す ることはで きない。 なぜな らば, [他の人に

 は知覚 され るか も知れ ない とい う]疑 いが あるか らで ある。な ま くら眼の者に とっては, 

 その よ うに[〈中有〉の身体が知覚 されない]こ ともあ るであろ う。例 えば, 微 かな煙 が

 知覚 されないの と同じよ うに。[諸 知識が]異 な った身体を依 り処 とす るに して も, [後

 の知識 は]そ[の 以前 の]特 殊性 を受 け継 ぐか ら, 同一 の 〈相続〉に属す る ものである。

 例えば, 昔の[自 分の]知 識が[現 在の 自らの知識に]相 続す るのと同様 に。(TS 1936

 -1938.Cf. PV II 82, 83.)

 (付記) TS 1919-1938つ ま り, -I.2.2-4.へ の仏教徒 の批判 の詳細 については, 別

 稿 を準備 してい る。昭和61年7, 月4日 (高野 山大学助教授)
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